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宍粟市報道発表（３月定例記者懇談会） 

発表項目 

災害発生時、地元の医師会と薬剤師会と協力 

「災害時における医療救護活動に関する協定書」の調印を行いま

す 

概 要 

 

宍粟市では、大規模災害が発生し、市内の医療機関が被害を受けるなど医療機能が低

下した場合は、宍粟市地域防災計画に示す設置基準に基づき、医療救護所を設置するこ

ととしています。 

その医療救護所などでの医療救護活動の協力について、一般社団法人宍粟市医師会、

宍粟市歯科医師会、一般社団法人兵庫県薬剤師会西播支部宍粟市薬剤師会と協定を結ぶ

運びとなりました。 

 

「災害時における医療救護活動に関する協定書」調印式 

 日時：３月２２日（木）１６時３０分～ 

 場所：宍粟市役所 ３階 庁議室 

 今回協定を行う団体： 

●一般社団法人宍粟市医師会 

●宍粟市歯科医師会 

●一般社団法人兵庫県薬剤師会西播支部 宍粟市薬剤師会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月 1日には、宍粟市医師会、宍粟市薬剤師会の協力のもと、災害時の医療救護所開設

訓練を実施しました。 
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